
流域水害対策計画（素案）について

令和８年５月２９日
逢瀬川流域水害対策協議会
谷田川流域水害対策協議会

資料1「第2回 逢瀬川・谷田川流域水害対策協議会」



・ 一級水系：令和３年３月に全４水系で策定・公表
・ 二級水系：令和４年１２月までに令和元年東日本台風等で甚大な被害が発生した６水系で策定・公表
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:特定都市河川指定河川
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福島県における流域治水プロジェクトの策定状況、特定都市河川の指定状況
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 令和７年１０月１５日に「第1回逢瀬川・谷田川流域水害対策協議会」を開催しました。

 協議会では、「逢瀬川・谷田川流域水害対策計画」について事務局より説明を行い、「計画期間」及び「計画対象降雨」、「今後のスケ

ジュール」について了承されました。

 引き続き、逢瀬川流域・谷田川流域水害対策計画の策定へ向けた検討を進めてまいります。

【出席者】

国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所長

福島県 土木部長

郡山市長（代理）建設構想部長

郡山市上下水道事業管理者

気象庁 福島地方気象台長

農林水産省 東北農政局 阿武隈土地改良調査管理事務所長

郡山市消防団長（代理）副団長

郡山商工会議所女性会 副会長

日本大学 朝岡教授

福島大学 川越教授

日本大学 市岡専任講師

郡山女子大学 近内講師

日本大学 朝岡教授 （座長）

 逢瀬川・谷田川は、阿武隈川からの影響を受けやすいため、阿武隈川
との連携が重要である。流域水害対策計画の検討にあたっては、現在
見直しを進めている阿武隈川河川整備計画の変更後の内容も踏まえ
たほうがよい。

あさ おか

福島県 土木部長（会長）

 本協議会は、昨年十月に、「流域治水」の本格的な実践に向けて、「流
域水害対策計画」を策定するために設置した。

 委員の皆様をはじめ、流域の住民の皆様、関係機関の皆様から幅広く
御意見をいただきながら、実効性の高い計画策定に向け、しっかり取り
組んでいく。

令和7年10月15日「第1回逢瀬川流域・谷田川流域水害対策協議会」
おお せ がわ や た がわ

【出席者（オンライン）】

【各委員からの意見等】

【議事内容】

（１）流域水害対策計画について

計画期間：３０年

計画対象降雨：気候変動を考慮した規模（河川整備計画規模×1.1倍）

184.4mm/24hr（逢瀬川流域）

175.1mm/24hr（谷田川流域）

（２）浸水被害対策について（イメージ）

（３）今後のスケジュールについて

令和８年夏頃の計画策定を目指す

【開催状況】

須賀川市長（代理）道路河川課長

平田村長（代理）産業建設課長

林野庁 関東森林管理局 福島森林管理署長
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逢瀬川流域の特定都市河川指定
○ 阿武隈川水系逢瀬川等を特定都市河川に指定（令和6年7月1日）

河川区間：阿武隈川水系逢瀬川等の計3河川
流域面積：56.6km2

流域内市町村数 1 郡山市

【指定河川】
■阿武隈川水系逢瀬川等

逢瀬川、馬場川、大久保川
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逢瀬川流域の特徴
• 逢瀬川流域の年降水量は1,200mm～1,300mm程度である。
• 逢瀬川流域の上流部は山地で河川勾配が急であり、中流部は郡山盆地とよばれる平坦地が広がっている。阿武隈川合流

点付近で、勾配が緩やかになっている。
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逢瀬川流域の特徴
• 逢瀬川流域の土地利用状況は、昭和51年頃は流域面積の約21％が市街化されており、平成21年頃には約39%と増加傾向

にあり、近年は横ばいである。
• 流域関連市町村の人口は、昭和55年当時は約28万人程度であったが、平成17年には約34万人となっている。平成17年に

ピークを迎え、近年は横ばいである。
• 第一次産業は3％、第二次産業は25％、第3次作業は72％である。第3次産業の占める割合が最も大きい
• 逢瀬川流域の土地利用は、上流域に森林、中流域に田畑、下流域に市街地が分布している。下流部の市街化は著しい。
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出典：国勢調査
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出典：令和2年 国勢調査土地利用区分図
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逢瀬川での近年の洪水被害

・度重なる被害を受け着実に対策・改修を進めているが、台風出水、豪雨等による浸水被害は度々発生している。

・昭和61年8月洪水、平成22年7月洪水、平成23年9月洪水、令和元年東日本台風で家屋の浸水被害が多く発生した。

（ ）郡山市全体の被害

出典：水害統計

※発生要因等は、福島気象台の指導により加筆及び修正（朱書き箇所）

※令和元年東日本台風の被害件数は、阿武隈川左岸からの越水による浸水戸数も含む。

※（ ）書きは郡山市全体の被害

床下浸水 床上浸水
(戸) (戸)

昭和61.8.5集中豪雨水害 台風第10号から変わった温帯低気圧 87 277
平成10年8月末豪雨による災害 前線、台風第4号 6 1
平成11年7月13日～14日 熱帯低気圧 9
平成14年7月10日～11日 台風第6号、梅雨前線 (135) (103) 郡山市
平成16年7月10日・13日 梅雨前線（平成16年7月新潟・福島豪雨） 100 46
平成16年10月19日～21日 台風第23号、前線 (8) (1) 郡山市
平成17年8月20日 大気の状態不安定 2
平成20年7月27日 大気の状態不安定 (91) (24) 郡山市
平成22年7月6日・7日 大気の状態不安定 (139) (304) 郡山市
平成23年9月21日 台風第15号 11 59
平成25年7月22～23日 梅雨前線、大気の状態不安定 10 2
平成29年10月22～23日 台風第21号、前線 (7) 郡山市
平成30年7月10日 大気の状態不安定 (2) 郡山市
令和元年10月12日～13日 令和元年東日本台風（台風第19号） 186 515 ※

洪水 発生要因 備考
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逢瀬川流域の近年の浸水被害（概要）



逢瀬川流域の近年の浸水被害の特徴（昭和61年8月洪水(台風10号)）
• 昭和61年8月に発生した台風10号は福島県において記録的な大雨をもたらした。
• 逢瀬川では、郡山市全体で浸水被害が発生し、各種工場、事業所、一般住宅等が浸水した。
• 逢瀬川流域の浸水被害は、床下浸水87戸、床上浸水277戸となった。

逢瀬川左岸が決壊したことによって、郡山市富久山町

で外水被害が発生した。

出典：災害記録誌 昭和61年8月4日～5日（逢瀬川・谷田川）
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逢瀬川流域の近年の浸水被害の特徴（平成22年豪雨）
• 平成22年7月6日に発生した豪雨では最大時間雨量が74mmに達した。
• 都市機能が集積するJR郡山駅西口周辺で、床下浸水139戸、床上浸水304戸の浸水被害が発生した。

平成22年豪雨 駅前アーケードの浸水状況

平成22年豪雨 駅前地区の浸水状況
出典：郡山市ゲリラ豪雨対策９年プランについて

出典：過去30年間の郡山市水害史

平成22年豪雨での浸水域
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逢瀬川流域の近年の浸水被害の特徴（令和元年東日本台風）
• 令和元年東日本台風では、逢瀬川において、越水による浸水被害が発生した。
• 逢瀬川流域において、床下浸水186戸、床上浸水515戸の浸水被害が生じた。

阿武隈川合流点付近

(出典：国土地理院撮影 撮影日令和元年10月13日)
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谷田川流域の特定都市河川指定
○ 阿武隈川水系谷田川等を特定都市河川に指定（令和6年7月1日）

河川区間：阿武隈川水系谷田川等の計2河川
流域面積：137.5km2

流域内市町村数 3 郡山市、須賀川市、平田村

【指定河川】
■阿武隈川水系谷田川等

谷田川、黒石川
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谷田川流域の特徴
• 谷田川流域の年降水量は、1,200mm程度である。
• 谷田川の上流部から中流部は山地であり、地形勾配は急である。阿武隈川合流点付近で、平坦な地形となっている

阿
武
隈
川
合
流

黒
石
川

大
滝
根
川

あ
ぶ
く
ま

高
原
道
路

0

200

400

600

800

1000

1200

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

標
高

(
T.
P.

m)

(m)

谷田川流域地形断面図

阿武隈川合流点付近で勾配が緩やかに

地
形
断
面
の
線

地
形
断
面
の
線

等雨量線図

谷田川流域

1
5
0
0

1/200 1/50 1/30

出典：基盤地図情報 10mメッシュ標高

須賀川市

鏡石町

郡山市

平田村

田村市

三春町

小野町

谷田川 あぶくま
高原道路

郡山中央
工業団地
郡山中央
工業団地

凡例

900m～

200m

800m
700m
600m
500m
400m
300m

地形図・地形縦断図

11



4.5% 5.6% 5.7% 8.7% 8.5% 8.5% 8.4% 8.2% 8.3%

95.5% 94.4% 94.3% 91.3% 91.5% 91.5% 91.6% 91.8% 91.7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

昭和51年昭和62年平成03年平成09年平成18年平成21年平成26年平成28年令和03年

市街地 自然地(田畑山林、その他）

谷田川流域の特徴
• 谷田川流域の土地利用状況は、昭和51年頃は流域面積の約5％が市街化されており、平成9年頃には約9%と増加傾向に

あった。その後はほぼ横ばいとなっており、令和3年の市街化率は約8%である。
• 流域関連市町村の人口は、昭和55年当時は約37万人程度であったが、平成17年には約43万人となっており、人口の伸び

をみると、平成17年にピークを迎え、近年はやや減少傾向にある。
• 第一次産業は4％、第二次産業は26％、第3次作業は70％である。第3次産業の占める割合が最も大きい。
• 谷田川の土地利用は上流部・中流部は森林で、下流部は市街地である。下流部の市街化は著しい。
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出典：国土数値情報 土地利用細分メッシュ

産業
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谷田川での近年の洪水被害

・度重なる被害を受け着実に対策・改修を進めているが、台風出水や豪雨等による浸水被害は度々発生している。

・大規模な浸水被害は、昭和61年8月洪水、令和元年10月洪水で家屋の浸水被害が顕著である。

出典：水害統計

※発生要因等は、福島気象台の指導により加筆及び修正（朱書き箇所）

※令和元年東日本台風の被害件数は、阿武隈川右岸からの越水による浸水戸数も含む。

※（ ）書きは郡山市全体の被害

（ ）郡山市全体の被害

床下浸水 床上浸水

(戸) (戸)

昭和61.8.5集中豪雨水害 台風第10号から変わった温帯低気圧 76 210

平成11年7月13日～14日 熱帯低気圧 (8) 郡山市

平成14年7月10日～11日 台風第6号、梅雨前線 (135) (103) 郡山市

平成16年7月10日・13日 梅雨前線（平成16年7月新潟・福島豪雨） (239) (61) 郡山市

平成16年10月19日～21日 台風第23号、前線 (8) (1) 郡山市

平成17年8月20日 大気の状態不安定 (194) (51) 郡山市

平成20年7月27日 大気の状態不安定 (91) (24) 郡山市

平成22年7月6日・7日 大気の状態不安定 (139) (304) 郡山市

平成23年9月21日 台風第15号 (20) (265) 郡山市

平成25年7月22～23日 梅雨前線、大気の状態不安定 (47) (11) 郡山市

平成29年10月22～23日 台風第21号、前線 (7) 郡山市

平成30年7月10日 大気の状態不安定 (2) 郡山市

令和元年10月12日～13日 令和元年東日本台風（台風第19号） 146 940 ※

洪水 発生要因 備考
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谷田川流域の近年の浸水被害（概要）



谷田川流域の近年の浸水被害の特徴（昭和61年8月洪水）
• 昭和61年8月に発生した台風10号は福島県において記録的な大雨をもたらした。
• 谷田川においては、堤防が決壊し、郡山市中央工業団地や一般住宅等が浸水した。
• 谷田川流域の浸水被害は、床下浸水76戸、床上浸水210戸となった。

昭和61年8月洪水 阿武隈川合流点付近

昭和61年8月洪水 郡山市中央工業団地の浸水状況
1 2 3 4km1 0

N

S

W E
凡例

流域界

浸水エリア

行政界

破堤箇所

谷田川

阿武隈川

阿武隈川

谷田川

出典：阿武隈川洪水記録写真集

昭和61年8月洪水の浸水域 出典：災害記録誌 昭和61年8月4日～5日（逢瀬川・谷田川）

郡山中央
工業団地

郡山駅

郡山市役所
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※阿武隈川からの浸水等も含む。



谷田川流域の近年の浸水被害の特徴（令和元年東日本台風）

阿武隈川合流点付近

(国土地理院撮影：撮影日令和元年10月13日)

谷田川

大滝根川

破堤箇所

1 2 3 4km1 0

N

S

W E

壊

凡例

流域界

浸水エリア

行政界

決壊

越水

溢水

越

溢

谷田川破堤箇所（2.5km左岸）

出典：令和元年台風19号災害の概要 福島県県中建設事務所

令和元年洪水の浸水域

谷田川

阿武隈川郡山駅

郡山市役所

郡山中央
工業団地

• 令和元年東日本台風では、谷田川で左岸1箇所、右岸1箇所の2か所で堤防決壊が生じた。
• 阿武隈川本川からの越水氾濫が生じた。郡山中央工業団地を含む低平地では広範囲の浸水が生じた。
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※阿武隈川からの浸水等も含む。



１．逢瀬川流域の計画期間
• 特定都市河川浸水被害対策法の施行通知においては、「効果を発現させるために必要な期間、概ね20～30年間程度を一

つの目安とする」としている。

・【河 川】 ： 河川整備計画の計画完了年まで、概ね10～30年である。
・【下 水 道】 ： 下水道事業の計画完了年まで、概ね20年である。
・【まちづくり】 ： 都市計画マスタープランの計画完了年まで、概ね5～15年である。

計画期間の考え方 ： 河川、まちづくりの計画期間を勘案

【河川】
・阿武隈川水系河川整備計画(大臣管理区間)はH18に策定しており、

R7に変更済み。対象期間はR7から概ね30年。
・郡山圏域河川整備計画はH18に策定しており、対象期間はH18から

概ね30年。

【まちづくり】

・県中都市計画区域マスタープランの目標年次はR22。

・郡山市都市計画マスタープランの目標年次はR12。

計画期間を概ね３０年と設定

【下水道（雨水）】
・郡山市公共下水道雨水管理総合計画の目標年次はR25

16

令和7年10月15日

第1回逢瀬川・谷田川流域水害対策協議会資料を一部修正



２．谷田川流域の計画期間
• 特定都市河川浸水被害対策法の施行通知においては、「効果を発現させるために必要な期間、概ね20～30年間程度を一

つの目安とする」としている。

・【河 川】 ： 河川整備計画の計画完了年まで、概ね10～30年である。
・【下 水 道】 ： 下水道事業の計画完了年まで、概ね20年である。
・【まちづくり】 ： 都市計画マスタープランの計画完了年まで、概ね1～15年である。

計画期間の考え方 ： 河川、まちづくりの計画期間を勘案

【河川】
・阿武隈川水系河川整備計画(大臣管理区間)はH18に策定しており、

R7に変更済み。対象期間はR7から概ね30年。
・郡山圏域河川整備計画はH18に策定しており、対象期間はH18から

概ね30年。

【まちづくり】

・県中都市計画区域マスタープランの目標年次はR22

・郡山市都市計画マスタープランの目標年次はR12

・須賀川市都市計画マスタープランの目標年次はR12

・第5次平田村総合計画後期基本計画の目標年次はR7

計画期間を概ね３０年と設定

【下水道（雨水）】
・郡山市公共下水道雨水管理総合計画の目標年次はR25

17

令和7年10月15日

第1回逢瀬川・谷田川流域水害対策協議会資料を一部修正



３．逢瀬川流域の計画対象降雨

①【既存の河川整備計画を考慮】
・河川整備計画目標である①整備計画規模：S61.8洪水規模

②【気候変動の影響を考慮した規模】
・気候変動の影響を考慮した降雨（②気候変動の影響を考慮した規模： S61.8洪水規模×1.1）

③【近年の浸水被害実績】
・ 近年の浸水被害実績が最も大きく、地域住民に強く認識されている洪水③令和元年東日本台風

⇒ 上記①整備計画規模、②気候変動の影響を考慮した規模（①×1.1） 、 ③令和元年東日本台風のうち、浸水面積の最も大き
い②気候変動の影響を考慮した規模を計画降雨として設定したい。

計画対象降雨の考え方：河川の整備計画、および浸水被害実績を勘案

気候変動の影響を踏まえ、整備計画の目標雨量×1.1を目標とする

⇒ 気候変動を考慮した規模の外力に対して、浸水被害の軽減を目指す。

流量

期間

30年
（計画期間）

現況
（計画策定時）

＜気候変動対応＞

＜気候変動未対応＞

気候変動対応により
必要な対策量が増加

必要な対応のイメージ
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浸水解析結果
24hr雨量ケースNo

氾濫量浸水面積

94万m3227ha167.6mm整備計画規模①

120万m3279ha184.4mm
気候変動の影響を考慮規模
（整備計画規模×1.1）

②

60万m3161ha198.9mm令和元年東日本③

令和7年10月15日

第1回逢瀬川・谷田川流域水害対策協議会資料を一部修正



４．谷田川流域の計画対象降雨

①【既存の河川整備計画を考慮】
・河川整備計画目標である①整備計画規模：S61.8洪水規模

②【気候変動の影響を考慮した規模】
・気候変動の影響を考慮した降雨（②気候変動の影響を考慮した規模： S61.8洪水規模×1.1）

③【近年の浸水被害実績】
・ 近年の浸水被害実績が最も大きく、地域住民に強く認識されている洪水③令和元年東日本台風

⇒ 上記①整備計画規模、②気候変動の影響を考慮した規模（①×1.1） 、 ③令和元年東日本台風のうち浸水面積の最も大きい
②気候変動の影響を考慮した規模を計画降雨として設定したい。

計画対象降雨の考え方：河川の整備計画、および浸水被害実績を勘案

気候変動の影響を踏まえ、整備計画の目標雨量×1.1を目標とする

⇒ 気候変動を考慮した規模の外力に対して、浸水被害の軽減を目指す。

流量

期間

30年
（計画期間）

現況
（計画策定時）

＜気候変動対応＞

＜気候変動未対応＞

気候変動対応により
必要な対策量が増加

必要な対応のイメージ
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浸水解析結果
24hr雨量ケースNo

氾濫量浸水面積

147万m3258ha159.2mm整備計画規模①

198万m3293ha175.1mm
気候変動の影響を考慮規模
（整備計画規模×1.1）

②

190万m3246ha259.4mm令和元年東日本③

令和7年10月15日

第1回逢瀬川・谷田川流域水害対策協議会資料を一部修正



５-１. 流域水害対策計画で定める事項（法第４条第２項の規定）
• 流域水害対策計画は、特定都市河川浸水被害対策法第4条第2項に基づき策定される法定計画である。
• 本計画に定める事項は同条同項第1号～第14号に規定されており、逢瀬川、谷田川流域水害対策計画もこれに準拠して

策定する。
• 本計画の各事項における検討主体は下図に示す通りであり、それぞれの主体が果たすべき具体的な役割や検討範囲を明

確化する。

＜流域水害対策計画に定める事項と検討主体の関係＞ 20

第１回で了承

第１回で了承



５-２. 流域水害対策計画（素案）の構成

21

• 逢瀬川、谷田川流域水害対策計画の構成は、他流域の流域水害対策計画と同様に、①特定都市河川流域の現状と課題、
②特定都市河川浸水被害対策法第４条第２項に基づく流域水害対策計画に定める事項の構成とした。

<逢瀬川流域水害対策計画（素案）>

①特定都市河川流域
の現状と課題

②法第４条第２項に
基づき流域水害
対策計画に定める
事項



流域一帯で総合的かつ多層的な浸水被害対策

（具体的には）

〇現行の河川整備計画で目標とする降雨に気候変動の影響を考慮した
規模の降雨を「都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨（計画
対象降雨）」として設定。

〇河川、下水道の整備などの流域対策の一層の推進

〇河川整備、下水道整備等の内水対策、雨水貯留浸透施設等の流域対
策の推進や土地利用規制等を活用。

目指すべきところ

〇堤防決壊による壊滅的な被害の回避

〇一部に残る浸水が想定される区域における浸水被害の早期解消

〇浸水被害の軽減

浸水被害対策の実施では

〇ハード・ソフトの両面において、地域特性や土地利用の状況へ配慮
し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを推進

〇河川及び下水道管理者、地方公共団体、河川協力団体、地域住民等
との連携した取組

流域のあらゆる関係者の参画のもと、土地利用状況や地形特性
等を踏まえ、計画対象降雨に対して以下の３つの視点から総合的
かつ多層的な対策を講じる。

「①氾濫をできるだけ防ぐ・減らす対策」

「②被害対象を減少させるための対策」

「③被害の軽減、早期復旧、復興のための対策」

＜基本的な考え方＞

• 逢瀬川流域の現状と課題を踏まえ、都市浸水による被害の防止または軽減に向けた、浸水被害対策の基本的な考え方を
整理した。

第２章 特定都市河川における浸水被害対策の基本方針 ＜基本的な考え方＞（逢瀬川流域）

６. 逢瀬川流域、谷田川流域水害対策計画に定める事項の概要 （逢瀬川流域：P17～P19）

＜浸水被害対策の基本的な考え方（逢瀬川流域）＞

※ 浸水戸数及び浸水ボリュームは、シミュレーションにより予測した都市浸水想定の区域に
基づき算出したもの。なお、シミュレーションは地形情報等を基に浸水想定を行う簡易的な手
法を用いているため、内水の浸水リスクは大きくなる傾向がある。また、浸水戸数の計上では
住家のみを対象としている。
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計画対象降雨
（気候変動考慮）

184.4mm/1日

対策前 対策後

対策前の
氾濫ボリューム

120万m3

引続き推進・検討
（田んぼダムの取組・

まちづくりや住まい方の工夫等 ）

阿武隈川の河川整備
（遊水地整備、河道掘削等）

35万m3

【対策内容】

●引続き推進・検討

・田んぼダムの取組※

・ため池の活用
・排水ポンプ車の配備
・まちづくりや住まい方の工夫 等
の流域治水の更なる推進

●雨水貯留・排水対策

・下水道整備（排水ポンプの増強）
・雨水貯留施設の整備

●外水対策

・逢瀬川河道整備

※(注1)畦畔の高さ、流出量調整堰板の形状、栽培品種及び営農方法等によって貯留量は大きく異なります。
(注2)水稲生育に影響のない期間の取り組みであり、また、転作の状況により、時期ごとに取組面積が異なります。

外水対策
（逢瀬川河道整備）

15万m3

雨水貯留・排水対策
（下水道整備等）

6万m3

可能な限り対策を推進する

流域水害対策
による対応

床上浸水
580戸程度

床下浸水
2,370戸程度

床上浸水
10戸程度

床下浸水
1,530戸程度

対策前

対策後

対策前

対策後

逢瀬川

床

床
床

床

床上
家屋
浸水

床下家屋
浸水含む

浸水被害の
早期解消

浸水被害の
軽減

目標



• 谷田川流域の現状と課題を踏まえ、都市浸水による被害の防止または軽減に向けた、浸水被害対策の基本的な考え方を
整理した。

第２章 特定都市河川における浸水被害対策の基本方針 ＜基本的な考え方＞（谷田川流域）

６. 逢瀬川流域、谷田川流域水害対策計画に定める事項の概要 （谷田川流域：P15～P17）

流域一帯で総合的かつ多層的な浸水被害対策

（具体的には）

〇現行の河川整備計画で目標とする降雨に気候変動の影響を考慮した
規模の降雨を「都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨（計画
対象降雨）」として設定。

〇河川、下水道の整備などの流域対策の一層の推進

〇河川整備、下水道整備等の内水対策、雨水貯留浸透施設等の流域対
策の推進や土地利用規制等を活用。

目指すべきところ

〇堤防決壊による壊滅的な被害の回避

〇一部に残る浸水が想定される区域における浸水被害の早期解消

〇浸水被害の軽減

浸水被害対策の実施では

〇ハード・ソフトの両面において、地域特性や土地利用の状況へ配慮
し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを推進

〇河川及び下水道管理者、地方公共団体、河川協力団体、地域住民等
との連携した取組

流域のあらゆる関係者の参画のもと、土地利用状況や地形特性
等を踏まえ、計画対象降雨に対して以下の３つの視点から総合的
かつ多層的な対策を講じる。

「①氾濫をできるだけ防ぐ・減らす対策」

「②被害対象を減少させるための対策」

「③被害の軽減、早期復旧、復興のための対策」

＜基本的な考え方＞

＜浸水被害対策の基本的な考え方（谷田川流域）＞

※ 浸水戸数及び浸水ボリュームは、シミュレーションにより予測した都市浸水想定の区域に
基づき算出したもの。なお、シミュレーションは地形情報等を基に浸水想定を行う簡易的な手
法を用いているため、内水の浸水リスクは大きくなる傾向がある。また、浸水戸数の計上では
住家のみを対象としている。

計画対象降雨
（気候変動考慮）

175.1mm/1日

対策前 対策後

対策前の
氾濫ボリューム

198万m3

引続き推進・検討
（田んぼダムの取組・

まちづくりや住まい方の工夫等 ）

阿武隈川の河川整備
（遊水地整備、河道掘削等）

18万m3

【対策内容】

●引続き推進・検討

・田んぼダムの取組※

・ため池の活用
・排水ポンプ車の配備
・まちづくりや住まい方の工夫 等

の流域治水の更なる推進

●雨水貯留・排水対策

・下水道整備（排水ポンプの増強）
・雨水貯留施設の整備

●外水対策

・谷田川河道整備

※(注1)畦畔の高さ、流出量調整堰板の形状、栽培品種及び営農方法等によって貯留量は大きく異なります。
(注2)水稲生育に影響のない期間の取り組みであり、また、転作の状況により、時期ごとに取組面積が異なります。

外水対策（谷田川河道整備）

9万m3

雨水貯留・排水対策
（下水道整備等）

20万m3

可能な限り対策を推進する

流域水害対策
による対応

床上浸水
15戸程度

床下浸水
80戸程度

床上浸水
5戸程度

床下浸水
15戸程度

対策前

対策後

対策前

対策後

谷田川

床

床
床

床

床上
家屋
浸水

浸水被害の
早期解消

浸水被害の
軽減

目標

床下家屋
浸水含む

23



第３章 都市浸水想定（逢瀬川流域）
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• 流域水害対策計画の対象降雨（昭和61年8月洪水規模に気候変動の影響を考慮したもの）が生じた場合に、洪水（外水
氾濫）または雨水出水（内水氾濫）による浸水が想定される区域及び浸水した場合に想定される水深を定めた。

• また、現況（＝都市浸水想定区域）のほか、ハード整備後実施後における都市浸水想定区域図を記載した。

６. 逢瀬川、谷田川流域水害対策計画に定める事項の概要

※都市浸水想定：計画対象降雨が発生した場合に、洪水（外水浸水）または雨水出水（内水浸水）による浸水が想定される
区域と、浸水した場合に想定される水深を示すもの

（逢瀬川流域：P23～ P24 ）

0.1～0.5m未満

0.5～1.0m未満

1.0～2.0m未満

2.0～3.0m未満

3.0～4.0m未満

4.0～5.0m未満

5.0m以上

凡例

浸水した場合に想定
される水深(ランク別)

＜逢瀬川流域における都市浸水想定（現況（R5.3末））＞

逢瀬川

東北自動車道
馬場川

亀田川

郡山駅

阿武隈川



第３章 都市浸水想定（逢瀬川流域）
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６. 逢瀬川、谷田川流域水害対策計画に定める事項の概要 （逢瀬川流域：P23～ P24 ）

阿武隈川馬場川

0.1～0.5m未満

0.5～1.0m未満

1.0～2.0m未満

2.0～3.0m未満

3.0～4.0m未満

4.0～5.0m未満

5.0m以上

凡例

浸水した場合に想定
される水深(ランク別)

亀田川 逢瀬川

郡山駅

＜（参考）ハード整備※1実施後の浸水想定区域図＞

※1流域水害対策計画の流域分担計画に基づいた整備
（阿武隈川、逢瀬川及び下水道整備後）

東北自動車道



第３章 都市浸水想定（逢瀬川流域）
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６. 逢瀬川、谷田川流域水害対策計画に定める事項の概要 （逢瀬川流域：P23～ P24 ）

ハード整備※1実施後の浸水想定区
域図（参考）都市浸水想定

10戸程度580戸程度床上
浸水戸数※2

（戸）
1,530戸程度2,370戸程度床下
1,540戸程度2,950戸程度合計

166279浸水面積※2（ha）
・整備後河道・現況河道(R4年度)河道

計算条件 ・計画ポンプ場
・雨水貯留施設

・現況ポンプ場
・雨水貯留施設流域対策

表 都市浸水想定における浸水戸数、浸水面積、計算条件

※1 流域水害対策計画の流域分担計画に基づいた整備
※2 浸水戸数及び浸水面積は、シミュレーションにより予測した都市浸水想定の区域に基づき算出したもの。

なお、シミュレーションは地形情報等を基に浸水想定を行う簡易的な手法を用いているため、内水の浸水リスクは大きくなる傾向がある。
また、浸水戸数の計上では住家のみを対象としている。



第３章 都市浸水想定（谷田川）
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• 流域水害対策計画の対象降雨（昭和61年8月洪水規模に気候変動の影響を考慮したもの）が生じた場合に、洪水（外水
氾濫）または雨水出水（内水氾濫）による浸水が想定される区域及び浸水した場合に想定される水深を定めた。

• また、現況（＝都市浸水想定区域）のほか、ハード整備後実施後における都市浸水想定区域図を記載した。

６. 逢瀬川、谷田川流域水害対策計画に定める事項の概要

※都市浸水想定：計画対象降雨が発生した場合に、洪水（外水浸水）または雨水出水（内水浸水）による浸水が想定される区域と、
浸水した場合に想定される水深を示すもの

（谷田川流域：P21 ～ P22）

0.1～0.5m未満

0.5～1.0m未満

1.0～2.0m未満

2.0～3.0m未満

3.0～4.0m未満

4.0～5.0m未満

5.0m以上

凡例

浸水した場合に想定
される水深(ランク別)

＜谷田川流域における都市浸水想定（現況（R5.3末） ）＞

谷田川

黒石川

阿武隈川



第３章 都市浸水想定（谷田川）
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６. 逢瀬川、谷田川流域水害対策計画に定める事項の概要 （谷田川流域：P21 ～ P22）

＜（参考）ハード整備※1実施後の浸水想定区域図＞

谷田川

阿武隈川

黒石川

0.1～0.5m未満

0.5～1.0m未満

1.0～2.0m未満

2.0～3.0m未満

3.0～4.0m未満

4.0～5.0m未満

5.0m以上

凡例

浸水した場合に想定
される水深(ランク別)

※1 流域水害対策計画の流域分担計画に基づいた整備
（阿武隈川、谷田川及び下水道整備後）



第３章 都市浸水想定（谷田川）
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６. 逢瀬川、谷田川流域水害対策計画に定める事項の概要 （谷田川流域：P21 ～ P22）

ハード整備※1実施後の浸水想定区
域図（参考）都市浸水想定

5戸程度15戸程度床上
浸水戸数※2

（戸）
15戸程度80戸程度床下
20戸程度95戸程度合計

187293浸水面積※2（ha）
・整備後河道・現況河道(R4年度)河道

計算条件 ・計画排水機場
・雨水貯留施設・現況排水機場流域対策

※1 流域水害対策計画の流域分担計画に基づいた整備
※2 浸水戸数及び浸水面積は、シミュレーションにより予測した都市浸水想定の区域に基づき算出したもの。

なお、シミュレーションは地形情報等を基に浸水想定を行う簡易的な手法を用いているため、内水の浸水リスクは大きくなる傾向がある。
また、浸水戸数の計上では住家のみを対象としている。

表 都市浸水想定における浸水戸数、浸水面積、計算条件



第４章 特定都市河川の整備に関する事項
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６. 逢瀬川、谷田川流域水害対策計画に定める事項の概要

• 河川整備計画に定める河川の整備の実施に関する事項と整合するように、特定都市河川（県河川）における目標流量等
の基本的な諸元や河川の整備内容を定めた。

• また、特定都市河川が接続する河川（例：特定都市河川指定をしていない準用河川など）の河川管理者による整備の内
容を定めた。

〇 県が行う河川の整備

〇 市が行う河川の整備

・必要に応じて、伐木、浚渫、河道掘削等の維持管理を行う

・「一級河川阿武隈川水系郡山圏域河川整備計画」に基づく河川改修の実施
・堤防・護岸等の河川管理施設の老朽化対策等、河川の適切な維持管理の実施
・逢瀬川沿川の土地の遊水・貯留機能により、本計画で定めた雨量「184.4mm/1日（気候変動を考慮した規模）」に対して現河川整備計
画の河川断面で被害を軽減することが可能

（逢瀬川流域：P25～ P26 ）

＜目標流量等の基本的な諸元（逢瀬川p5）＞

A-A’断面

B-B’断面



第４章 特定都市河川の整備に関する事項
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６. 逢瀬川、谷田川流域水害対策計画に定める事項の概要

• 河川整備計画に定める河川の整備の実施に関する事項と整合するように、特定都市河川（県河川）における目標流量等
の基本的な諸元や河川の整備内容を定めた。

• また、特定都市河川が接続する河川（例：特定都市河川指定をしていない準用河川など）の河川管理者による整備の内
容を定めた。

＜目標流量等の基本的な諸元（谷田川）p24＞

〇 県が行う河川の整備

〇 市が行う河川の整備

・必要に応じて、伐木、浚渫、河道掘削等の維持管理を行う

・「一級河川阿武隈川水系郡山圏域河川整備計画」に基づく河川改修の実施
・堤防・護岸等の河川管理施設の老朽化対策等、河川の適切な維持管理の実施
・黒石川沿川の土地の遊水・貯留機能により、本計画で定めた雨量「175.1mm/1日（気候変動を考慮した規模）」に対して現河川整備計
画の河川断面で被害を軽減することが可能

（谷田川流域：P23 ～ P25 ）

十
五
田
橋

鬼
越
橋

久
保
橋

谷田川

阿
武
隈
川

大
滝
根
川

黒
石
川

980m3/s600m3/s360m3/s

240m3/s

L=0.3km

L=2.1km

A

A’

B

B’

C’C

A-A’断面

B-B’断面

C-C’断面



第５章 特定都市河川流域において当該特定都市河川の河川管理者が行う雨水貯留浸透施設の整備に
関する事項

６. 逢瀬川、谷田川流域水害対策計画に定める事項の概要

• 特定都市河川の河川管理者が行う雨水貯留浸透施設の整備※については、現時点では予定していないことから、今後、
必要に応じて検討を行うこととした。

※森林の造成・整備は含まれない。
また、洪水時以外には農用地として利用する形態の雨水貯留浸透施設の設置は、適切な用地がない場合その他のやむを得ない場合に限ること

（逢瀬川流域：P27 、谷田川流域：P26 ）

32



第５章 特定都市河川流域において当該特定都市河川の河川管理者が行う雨水貯留浸透施設の整備に
関する事項第６章 下水道管理者が行う特定都市下水道の整備に関する事項

６. 逢瀬川、谷田川流域水害対策計画に定める事項の概要

• 雨水出水による浸水被害の防止のための排水区ごとの河川への放流量及び雨水貯留浸透量について定めた。
• 特定都市下水道の整備は、雨水管理総合計画に定める事項と整合するよう定めた。

＜雨水管理総合計画で取り組む段階的対策＞
※赤枠：逢瀬川流域内

＜排水区域ごとの排水能力及び雨水貯留能力＞
逢瀬川流域

整備前
(R04年度末)

整備後 整備前
(R04年度末)

整備後

(ha) （m3/s） （m3/s） （m3/s） 施設名 （m3） 施設名 （m3）

1 東部第三排水区 180.0 10.23 20.46 10.23 21.19 - - - -

2 東部第四排水区 61.5 9.24 9.24 － － - - - -

3 東部第五排水区 9.0 - - 0.25 0.32 - - - -

4 中部第一排水区 129.2 3.92 3.92 3.65 4.70 図景貯留管 5,371 図景貯留管 5,371

5 中部第二排水区 62.4 2.22 2.22 1.76 2.27 麓山調整池 1,592 麓山調整池 1,592

6 北部第二排水区 38.0 1.60 1.60 1.07 1.38 赤木貯留管 9,160 赤木貯留管 9,160

7 北部第三排水区 35.2 1.80 1.80 0.99 1.28 麓山調整池 608 麓山調整池 608

8 大島排水区 93.0 9.66 9.66 - - - - - -

9 開成山排水区 382.0 39.35 39.35 - - - - - -

10 島排水区 47.0 13.98 13.98 - - - - - -

11 大槻川左岸排水区 219.7 9.93 9.93 - - - - - -

12 大槻川右岸排水区 150.0 7.33 7.33 - - - - - -

13 亀田川左岸排水区 169.1 5.88 5.88 - - - - - -

14 亀田川右岸排水区 286.3 5.93 5.93 - - - - - -

15 大十内排水区 126.1 13.04 13.04 - - - - - -

16 梅田排水区 32.7 4.46 4.46 4.50 4.50 - - - -

17 富久山排水区 57.4 8.52 8.52 - - - - - -

18 北向第一排水区 73.0 11.75 11.75 - - - - - -

19 北向第二排水区 17.4 5.04 5.04 - - - - - -

20 北向第三排水区 43.1 4.02 4.02 - - - - - -

21 日吉排水区 186.0 22.20 22.20 - - - - - -

22 富田第一排水区 18.6 7.34 7.34 - - - - - -

23 富田第二排水区 132.2 16.93 16.93 - - - - - -

24 馬場川排水区 66.2 3.02 3.02 - - - - - -

No. 河川 排水区名

逢
瀬
川

雨水管排水能力 ポンプ場排水能力排水区
面積 整備後整備前

(R04年度末)

雨水貯留能力

33

（逢瀬川流域：P28 ～ P30 ）



第５章 特定都市河川流域において当該特定都市河川の河川管理者が行う雨水貯留浸透施設の整備に
関する事項第６章 下水道管理者が行う特定都市下水道の整備に関する事項

６. 逢瀬川、谷田川流域水害対策計画に定める事項の概要

• 雨水出水による浸水被害の防止のための排水区ごとの河川への放流量及び雨水貯留浸透量について定めた。
• 特定都市下水道の整備は、雨水管理総合計画に定める事項と整合するよう定めた。

特定都市下水道整備位置図（逢瀬川流域）

34

149号雨水幹線の整備

横塚ポンプ場の
雨水ポンプの増設

180号雨水幹線の整備

3号幹線放流管整備 下水道管理センター
のバイパス管の整備

 凡例

特定都市河川流域区域

特定都市下水道整備箇所

雨水幹線管渠（整備済み）

雨水貯留施設（整備済み）

幹線管渠（未整備）

 ※整備箇所は令和4年度末時点の状況である。



第５章 特定都市河川流域において当該特定都市河川の河川管理者が行う雨水貯留浸透施設の整備に
関する事項第６章 下水道管理者が行う特定都市下水道の整備に関する事項

６. 逢瀬川、谷田川流域水害対策計画に定める事項の概要

• 雨水出水による浸水被害の防止のための排水区ごとの河川への放流量及び雨水貯留浸透量について定めた。
• 特定都市下水道の整備は、雨水管理総合計画に定める事項と整合するよう定めた。

＜雨水管理総合計画で取り組む段階的対策＞

※赤枠：谷田流域内

（谷田川流域：P27 ～ P28 ）

＜排水区域ごとの排水能力及び雨水貯留能力＞
谷田川流域

整備前
(R04年度末)

整備後 整備前
(R04年度末)

整備後

(ha) （m3/s） （m3/s） （m3/s） 施設名 （m3） 施設名 （m3）

1 水門町排水区 27.6 4.97 4.97 5.07 5.07 - -

2 道場排水区 22.1 4.48 4.48 - 6.00 - -

3 大河原排水区 87.7 13.40 13.40 - 6.00 - - 石塚貯留管 2,680

4 下河原排水区 112.0 16.67 16.67 - 26.05 - -

5 河原排水区 8.6 9.38 9.38 - - - -

ポンプ場排水能力 雨水貯留能力

谷
田
川

整備前
(R04年度末)

整備後No. 河川 排水区名

排水区
面積

雨水管排水能力

35

※赤枠：谷田川流域内



第５章 特定都市河川流域において当該特定都市河川の河川管理者が行う雨水貯留浸透施設の整備に
関する事項第６章 下水道管理者が行う特定都市下水道の整備に関する事項

６. 逢瀬川、谷田川流域水害対策計画に定める事項の概要

• 雨水出水による浸水被害の防止のための排水区ごとの河川への放流量及び雨水貯留浸透量について定めた。
• 特定都市下水道の整備は、雨水管理総合計画に定める事項と整合するよう定めた。

特定都市下水道整備位置図（谷田川流域）
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石塚ポンプ場の整備

下河原地域等のポンプ場の整備
石塚貯留管の整備

 凡例

特定都市河川流域区域

特定都市下水道整備箇所

雨水幹線管渠（整備済み）

雨水貯留施設（整備済み）

幹線管渠（未整備）

 ※整備箇所は令和4年度末時点の状況である。
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６. 逢瀬川、谷田川流域水害対策計画に定める事項の概要

• 地方公共団体及び民間事業者等による雨水貯留浸透施設の整備の目標量等を定めた。また、流域内の住民による各戸貯
留等を促進する等、流域一体となって雨水貯留浸透施設の整備を促進していくことを定めた。

• ため池の治水活用については、現時点では想定されていないものの、将来に備え、必要に応じて検討するものとした。
• 水田貯留（「田んぼダム」の取組については、実施箇所や取組量を定めず、農業者の理解・協力が得られるよう努めて

いくものとした。

〇 公共による雨水貯留浸透施設の整備（第2節（１））

〇 民間事業者等による雨水貯留浸透施設の整備（第2節（２））

・雨水貯留浸透施設の整備に努める
・国・県・市有地を活用した雨水貯留浸透施設等の整備を必要に応じて検討

＜逢瀬川流域における雨水貯留浸透施設の整備p32＞

・支援制度の周知活動に取り組み、住民等による流出抑制の取組を推進。
・個人住宅等に設置する雨水貯留タンク、雨水浸透枡、浄化槽の雨水貯留施

設への転用などの各戸貯留を促進するため、自治体による支援制度の周知
活動や住民等による流出抑制の取組を推進。

（逢瀬川流域：P31～ P37 、谷田川流域：P29 ～ P35 ）

雨水活用補助金（浄化槽転用・雨水浸透桝・雨水貯留タンク）
の概要（郡山市）
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６. 逢瀬川、谷田川流域水害対策計画に定める事項の概要

• 地方公共団体及び民間事業者等による雨水貯留浸透施設の整備の目標量等を定めた。また、流域内の住民による各戸貯
留等を促進する等、流域一体となって雨水貯留浸透施設の整備を促進していくことを定めた。

• ため池の治水活用については、現時点では想定されていないものの、将来に備え、必要に応じて検討するものとした。
• 水田貯留（「田んぼダム」の取組については、実施箇所や取組量を定めず、農業者の理解・協力が得られるよう努めて

いくものとした。

〇 ため池の治水活用（第3節）

・ため池の治水活用（事前放流等）を必要に応じて検討

〇 水田貯留（「田んぼダム」の取組）（第4節）

・排水量を調整する水田の活用（「田んぼダム」）を推進

※ため池の治水活用にあたっては、ため池の利水容量を確保して営農に支障が生じないよう
配慮するとともに、整備にあたっては農業振興につながる施策との連携に努めるものとする。

※ほ場の整備や水路改修等といった農業振興につながる施策との連携に努めるほか、
効果等について流域内で共有を図り、農業者の理解・協力が得られるよう努める。

＜水田の活用（「田んぼダム」）の仕組み＞

〇 既存の雨水貯留浸透施設等や保水・遊水機能を有する土地の保全（第5節）

・森林・緑地・農地の保全や開発抑制などの協力要請を積極的に実施
・上流域の森林において、計画的な森林整備を推進するとともに治山事業を実施

〇 特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水浸透阻害行為の許可等

（逢瀬川流域：P31～ P37 、谷田川流域：P29 ～ P35 ）



第８章 雨水貯留浸透施設整備計画の認定に関する基本的事項
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６. 逢瀬川、谷田川流域水害対策計画に定める事項の概要

• 民間事業者等が整備する雨水貯留浸透施設整備計画の認定に関する基本的事項を定めた。
• 雨水貯留浸透施設の設置及び管理をしようとする民間事業者等（地方公共団体を除く）は、特定都市河川浸水被害対策

法の基準に適合する場合に、雨水貯留浸透施設の設置及び管理に関する計画（「雨水貯留浸透施設整備計画」）を作成
し、認定の申請をすることが可能。

• 計画の認定を受けた施設は、国及び地方公共団体による設置費用の補助、固定資産税の減税及び管理協定制度の対象
• 認定権者（郡山市）及び福島県は、制度の趣旨等の周知に努めるとともに、民間事業者等からの事前窓口となって対応

（逢瀬川流域：P38、谷田川流域：P36 ）

雨水貯留浸透施設整備計画の認定に係る手続きフロー
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第９章 下水道管理者が管理する特定都市下水道のポンプ施設の操作に関する事項

６. 逢瀬川、谷田川流域水害対策計画に定める事項の概要

• 現況の河川施設及び下水道施設を対象に、現在の整備水準を超える規模の降雨が生じた場合に、より効果的に都市浸水
を軽減し、人的被害の防止並びに財産及び経済的被害を軽減させることを目的として、関係機関の緊密な連携のもと①
必要に応じたポンプ施設の操作方法の見直し及び②河川水位に応じた運転調整の考え方や外水被害に対する効果や内水
被害に及ぼす影響等に関する住民とのリスクコミュケーションを計画に位置付け。

＜逢瀬川流域におけるポンプ施設＞ ＜谷田川流域におけるポンプ施設＞
＜内水排除ポンプの運転イメージ＞

（逢瀬川流域：P39～ P40 、谷田川流域：P37 ～ P38 ）



第10章 都市浸水想定の区域における土地の利用に関する事項
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６. 逢瀬川、谷田川流域水害対策計画に定める事項の概要

• 土地の利用について留意すべき事項及び土地利用の方向性に応じた浸水被害対策について定めた。
• 浸水被害対策は、立地適正化計画の防災指針との整合を図った。

＜逢瀬川流域における地区毎の土地利用状況を考慮した浸水被害対策＞

（逢瀬川流域：P41～ P42 、谷田川流域：P39 ）



第１１章 貯留機能保全区域又は浸水被害防止区域の指定の方針
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逢瀬川、谷田川流域水害対策計画に定める事項の概要

• 貯留機能保全区域及び浸水被害防止区域について、それぞれの区域の指定の方針（指定の考え方）を定めた。
• 貯留機能保全区域については、各流域の沿川で、低地や窪地等の遊水・貯留機能により流域の浸水拡大を抑制できる土

地について、これらの土地の機能を将来にわたり保全していく必要があるため、貯留機能保全区域の指定について取組
を進める。

• 貯留機能保全区域指定の取組を進めるにあたっては、排水ポンプ設置など区域指定後の対応も併せて検討する。
• 指定にあたっては、関係機関が緊密に連携し、地域の意見を丁寧に聞きながら、当該土地の所有者の同意を得て指定す

る。

（逢瀬川流域：P43～ P44 、谷田川流域：P40 ～ P41 ）



第１１章 貯留機能保全区域又は浸水被害防止区域の指定の方針
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６. 逢瀬川、谷田川流域水害対策計画に定める事項の概要

• 浸水被害防止区域については、逢瀬川・谷田川流域の都市浸水想定区域の中には市街地が形成されている箇所があり、
対策実施後も浸水リスクが残る地域があるため、水災害リスクを踏まえた安全なまちづくりとの整合を考慮し、必要に
応じて検討を行う旨を定めた。

（逢瀬川流域：P43～ P44 、谷田川流域：P40 ～ P41 ）



第１２章 浸水被害が発生した場合における被害の拡大を防止するための措置に関する事項
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６. 逢瀬川、谷田川流域水害対策計画に定める事項の概要

• 水防法の規定に基づく措置であるハザードマップの作成・周知などの ①リスクコミュニケーションの充実、②洪水時
及び災害発生時の情報収集・伝達について定めた。

• 水防法に基づく大規模氾濫に関する減災協議会の取組内容等、関連する既定の計画等に位置付けている事項と整合する
ようにした。

〇 リスクコミュニケーションの充実

・減災対策協議会等による関係機関との連携強化
・市町村等とのホットラインによる河川情報の共有
・洪水ハザードマップや内水ハザードマップの作成・周知
・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進
・小中学校や地域を対象とした水災害教育の実施
・河川水位に関する迅速な情報提供・収集
・水害リスクの自分事化に向けた出前講座やシンポジウムの開催
・防災アプリ導入・活用を支援するための出前講座
・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成や実施義務化

されている避難訓練の徹底
・地域包括支援センターの活用

〇 洪水時及び災害発生時の情報収集・伝達

・洪水に係わる正確な情報を迅速に提供
・高齢者等の要配慮者への情報提供
・通勤・通学者、旅行者等の流域外からの来訪者や外国人に

対する情報発信
・災害時の多言語・多手段による情報伝達

キキクル（危険度分布）

雨雲の動き

今後の雨

＜洪水時及び災害発生時の情報収集・伝達の例＞
面的な降雨情報（気象庁）の情報

〇 大規模氾濫に関する減災対策

・「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく県中方部の減災に係る取組方針」に基づく減災対策の取組
・水災害対策協議会等を通じた関係機関が一体となって防災・減災の取組の推進
・避難行動要支援者の対応として、地域包括支援センターや生活支援コーディネーター等において、地域の課題として水害への対応を検
討。

（逢瀬川流域：P45～ P52 、谷田川流域：P42 ～ P49 ）



第１３章 その他浸水被害の防止を図るために必要な措置に関する事項
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６. 逢瀬川、谷田川流域水害対策計画に定める事項の概要

• 阿武隈川（合流先河川）の河川整備について記載した。
• 浸水区域における建築物の浸水対策・耐水化や浸水被害の早期解消対策について定めた、
• 対策の効果のモニタリング、計画の見直しへの反映のための計画管理に関する事項等を定めた。

〇 阿武隈川（合流先河川）の河川整備

〇 浸水区域における建築物の浸水対策・耐水化

・阿武隈川本川の河道掘削を引き続き推進
・阿武隈川上流（鏡石町・矢吹町・玉川村）において上流遊水地群を整備

・高床化や耐水化、止水壁の増設等といった対策を奨励
・土のうを配布できる体制を整備
・支援制度の周知により住民等の取組を推進

＜止水板設置等工事費補助金の活用（郡山市）＞

〇 浸水被害の早期解消対策

・排水ポンプ車等の配備
・必要に応じて、既存の内水排水用ポンプの操作方法の見直し

〇 計画対象降雨以外のあらゆる降雨への対応

〇 計画対象降雨以外のあらゆる降雨への対応

・氾濫した場合に特に被害が大きい区間等における氾濫の被害を
できるだけ抑制する対策等を検討

・より多くの関係者の参画及び効果的な対策の促進に努める

・事業の進捗状況及び流域の変化について多面的な視点から定期的に
モニタリングを実施

・計画の効果的な実施・運用に向けた改善を図る
・適宜、計画の見直しを行う

＜計画管理項目＞

（逢瀬川流域：P53 ～ P59 、谷田川流域：P50 ～ P56 ）


